
 

 

 

 

春休み，４月 主な予定 

3/22(月)春休み開始 

3/24(水) 12:00教職員異動者名発表 

3/30(火) 11:00離任式 

4/1 木  

2 金  

3 土  

4 日  

5 月 春休み最終日 

6 火 令和3年度 着任式・始業式 

7 水 第４７回 入学式 

8 木 学級写真・身体計測 

9 金 昼食・給食開始 １年ジョイントプログラム 

14:10教育課程説明会 15:00修学旅行保護者説明会 

10 土  

11 日  

12 月 基本時間割開始 

13 火 検尿① 

14 水 検尿①  6限:認証式  放：生徒委員会 

15 木 午前中：耳鼻科検診【全学年】 

16 金  

17 土  

18 日  

19 月  

20 火 家庭訪問① 13:30 内科検診聴力検査【3-1～5組】 

21 水 家庭訪問② 13:20 聴力検査【1年】 

22 木 家庭訪問③ 13:15 眼科検診【全学年】 

23 金 家庭訪問④ 13:30 内科検診聴力検査【3-6～9組】 

24 土  

25 日  

26 月 家庭訪問⑤ 13:20 心電図【１年】 

27 火 検尿② 放：部活動ミーティング 

28 水 検尿② 

29 木 昭和の日 【春季大会の開会式はありません】 

30 金  

 

令和２年度 京都市立樫原中学校   発行日:令和 3年 3月 17 日 

学校便り【春休み号】 
～ 進級ですね ～ 

 校門の桜のつぼみがふくらみ始めました。寒さ

もゆるみ，もう「春」を感じる季節が訪れました。 

 今年度の卒業式も，昨年度同様在校生の出席は

ない中でしたが，厳かに行われ，立派に卒業して

いきました。 

 今年度は「コロナ」の中で始まり，「コロナ」

に振り回された 1年でした。 

 4 月から再開されるかと思いきや，ほぼ 2か月

の休校期間。そろって登校できたのは 6月。そこ

から，足早に教科の授業も進め，8月に入ってか

らの，ちょっと遅い夏休みを迎えました。 

 恒例の学校祭は直前まで実施できるかどうか

がわかりませんでした。そんな中で，合唱コンク

ールと体育大会を学年ごとに行うことができま

した。2年生にとっては，昨年度経験しているだ

けに物足りなかったかもしれません。 

 少し「コロナ」が収まりつつあったかと思いき

や，年明けから 2 度目の「緊急事態宣言」。休校

を伴うものではありませんでしたが，行事や校外

での活動が制限されました。 

 最後の最後に，新しい形で三学年がそろって，

「3年生を送る会」ができたことは，今年度を象

徴する行事だったのではないでしょうか。 

＝ 校 訓 ＝ 

正しく 
強く 
明るい 

目指す生徒像 

○夢と希望を持てる生徒 

○共に高めあえる生徒 

体
験
入
部
期
間
（
入
部
届
提
出
期
間
）
12
日
～
26
日 

～令和 3年度の始業【4/6(火)】～ 

8:00頃から学級発表。 

8:20登校,8:25登校完了。(現学級に登校) 

10:40頃下校  

その後 現委員生徒で入学式準備。 

持ち物：筆記用具・かばん(教科書配布します) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆通学服・体操服・体育館シューズなどの再購入について    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆給食予約について    

WEB予約システム または 予約マークシート のどちらかでの申込みとなります。 

・WEB予約システムの場合，支払いはクレジットカード，またはコンビニ支払いとなります。 

・予約マークシートの場合，支払いはコンビニ支払いのみ，マークシートは学校へ提出になります。 

左図の申込用紙を職員室に準備しておりま

す。申込用紙が必要な場合は，学校に連絡をくだ

さい。 

申込用紙に書き込んで，FAXで申込みができ

ます。学校で FAXを送ることも可能です。 

また，下記の業者に，直接問い合わせていただ

いても構いません。 

 

体操服・女子標準服 

双葉産業株式会社 602-7271 

 

男子標準服 

(株)岡忠 841-1661 

「就学援助」及び「総合育成支援教育就学奨励費」制度のお知らせ 

京都市では，お子さんが市立小・中学校へ就学するにあたり，経済的な理由によりお困りの保護

者に対し，学用品費や給食費などを援助する就学援助制度を設けています。 

 なお，市立小学校卒業時に就学援助の認定を受けていた場合，新規の申込は不要です。継続の案

内は別途お知らせします。 

※ 新型コロナウィルス感染症の影響により家計が急変する等，経済的な理由でお困りの場合は，

収入状況の悪化がわかるものをご提出いただくこと等により認定できる場合がある臨時措置を設け

ています。まずは，学校にご相談ください。 

 また，育成学級に在籍しているお子さんのご家庭や，普通学級に在籍し，総合支援学校に通う程度

の障害があるお子さんのご家庭に対し，学用品費等の一部を補助する総合育成支援教育就学奨励

費制度も設けています。 

申込みの手続きやご相談・ご質問がある方は学校までお申し出ください。 


